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・病床がひっ迫した問題については、病床の稼働率

を向上させることが求められるが、そのために

は、空き病床の把握と医療機関の役割分担、連携

協力が不可欠である。 

 自治体の成功事例から、軽症から重症、重症から

軽快といった患者の症状の変化に応じた医療機

関間の患者の円滑な受け渡し（いわゆる「上り」、

「下り」の連携）が重要であることが再認識でき

たことからも、行政、医療機関だけでなく、国民

目線に立って病床の見える化を進め、医療機関間

の連携促進を図るべきである。 

 

・都道府県内の医療機関や救急本部との間で、病

床の確保・使用状況を日々共有できる体制を構

築するとともに、個々の医療機関における G-

MIS への病床の使用状況等の入力を徹底するこ

と（補助金の執行要件化）により、令和３年 12

月から医療機関別の病床の確保・使用率を毎月

公表する（令和４年１月以降は月２回公表）。 

・都道府県の病床確保計画上、確保病床として位置付けられた病

床を有する医療機関（以下「対象医療機関」という。）を対象と

して、その医療機関名や確保病床数、即応病床数、入院中患者

数について、令和３年 12月に公表した。 

 

・新型コロナウイ

ルス感染症対策に

係る各医療機関内

の病床の確保状

況・使用率等の報

告について 

 

https://www.mhlw

.go.jp/stf/seisa

kunitsuite/bunya

/0000121431_0032

7.html 

・また、病床確保のための補助金等の支援について

は、その在り方について検討するとともに、今後、

より的確な支援を迅速に行うためにも、医療機関

の経営状況等の見える化（データ・ベース化）に

も取り組むべきである。 

・休床病床の運用の効率化を図りつつ、病床使用

率を勘案した病床確保料に見直しを行うこと

等により、感染ピーク時において確保病床の使

用率が８割以上となることを確保する。 

・医療機関の経営状況等の見える化については、

事業報告書等をアップロードで届出・公表する

全国的な電子開示システムを早急に整える。ア

ップロードによる届出は令和４年３月決算法

人から開始する。 

・必要な省令改正等を行うとともに、令和４年度

以降、全国の医療法人の事業報告書等の情報を

全て電子化された状態で国に蓄積し、全国規模

のデータベースを構築・活用する。 

・病床確保料については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済

対策について」及び「次の感染拡大に向けた安心確保のための

取組の全体像」において、令和４年１月以降も当面継続する方

針を決定。 

・その際、全体としては、これまでと同じ単価設定を維持しつつ、

新型コロナウイルス感染症患者受入れのインセンティブを高

めるため、令和４年１月から、 

 ① 病床使用率が一定の基準を満たさない場合に病床確保料

の単価を見直すほか、 

 ② 即応病床に対する休床病床数に上限を設定する 

 こととし、都道府県に対して周知を行った。 

・令和４年度予算に係る大臣折衝において、左記について早急に

取り組み、具体的かつ明確な成案を得ることをはじめ、「新経

済・財政再生計画改革工程表」等に基づき改革を着実に実行す

ることを合意した。 

・令和４年度予算案に左記対応のための所要額（769 百万円）を

計上した。 

 

・なお、第５波において自宅療養者が多く発生した

ことを踏まえ、オンライン診療のさらなる活用に

ついても検討を行うべきである 

・コロナ禍におけるオンライン診療の時限的･特

例的措置による初診からのオンライン診療の

実施状況を踏まえ、今後、令和３年度中に指針

を改定し、その恒久化を行う。 

• さらに、医療提供体制におけるオンライン診療

の果たす役割を明確にした上で、オンライン診

療が幅広く適正に実施されるよう、令和４年度

中にオンライン診療の更なる活用に向けた基

本方針を策定し、地域の医療関係者や関係学会

の協力を得て、オンライン診療活用の好事例の

横展開を進める。 

• オンライン診療の診療報酬の在り方等につい

て、次期診療報酬改定に向けた議論の中で検討

・「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する

検討会」において、時限的・特例措置下におけるオンライン診

療の実施状況を検証するとともに、指針の見直しについて議論

し、その結果を踏まえて「オンライン診療の適切な実施に関す

る指針」の改訂案を作成し、パブリックコメントを実施した。 
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する。 

・国立病院機構等の公的病院の非常時における病

床確保の在り方については、その機能や規模等も

踏まえ、具体的に整理すべきである。 

・今後の感染症危機に対応できるように、病床や

医療人材の確保を国や自治体が迅速に行える

ようにするための仕組みなど、平時から感染症

有事に備える取組を速やかに検討する。 

・今後、感染が拡大した際、専用病床の確保や医療人材派遣によ

る臨時の医療施設の設置など、改めて公立公的病院にその役割

を十全に果たしていただくことが重要であり、令和３年 10 月

19日に、厚生労働大臣から国立病院機構及び地域医療機能推進

機構に対し、その根拠法に基づく病床確保等の要求を実施する

とともに、所管省庁を通じ、その他の省庁関係公的病院に対し

ても、病床確保等を要請した。 

当該要求・要請を受けた対応として、省庁関係の公的病院全体

で、令和３年 12月７日時点で確保病床数は 2,047床増の 15,462

床、入院受入予定人数は 3,181人増の 13,780人となった。 

・省庁関係公的病

院における病床確

保等の取組 

https://www.mhlw

.go.jp/content/1

0900000/00086351

2.pdf 

・いわゆる「かかりつけ医」についての議論もあっ

たが、医療機関の役割分担、自宅療養者の対応に

も資することから、その在り方について検討を進

めるべきである。 

・かかりつけ医機能の明確化と、患者・医療者双

方にとってかかりつけ医機能が有効に発揮さ

れるための具体的方策について検討を進める。 

・令和４年度予算に係る大臣折衝において、左記について早急に

取り組み、具体的かつ明確な成案を得ることをはじめ、「新経

済・財政再生計画改革工程表」等に基づき改革を着実に実行す

ることを合意した。 

 

・非常時の保健所長に求められる資格要件・権限に

ついても指摘があったことから、その在り方につ

いて整理、検討すべきである。 

・非常時における保健所長の役割やリーダーシッ

プ等の在り方について、サポート体制の充実も

含めた検討を行うこととする。 

・また、令和４年４月から保健所における感染症

対応職員の役割機能の強化に向けた調査・研究

事業を行い、令和４年度内に結果を取りまとめ

る予定である。 

・保健所における感染症対応職員の役割機能の強化に向けた調

査・研究事業について、令和３年 12月 21日より公募を開始し

た。 

 

・なお、非常時に備えた地域完結型の保健・医療等

体制の構築に必要な取組、国の支援の在り方につ

いて整理、検討すべきである。また、医療資源の

分散化の是正に向けた取組、病床機能の在り方、

病院の機能分化、人材確保等について、第８次医

療計画等においても、具体的方策を示すべきであ

る。 

・令和３年の医療法等改正を踏まえ、第８次医療

計画における記載事項追加(新興感染症等対

応)等に向けて、「第８次医療計画等に関する検

討会」において議論等を行い、令和４年度末ま

でに「基本方針」や「医療計画作成指針」の見

直しを行う。 

・また、病院機能の分化・連携を図るための地域

医療構想を着実に進める。具体的には、令和４

年度及び５年度において、地域医療構想に係る

民間医療機関も含めた各医療機関の対応方針

の策定や検証・見直しを求める。また、検討状

況については、定期的に公表を求める。 

・令和３年 12月３日に、「地域医療構想及び医師確保計画に関す

る WG」を開催し、各地域における、地域医療構想の取組状況に

ついて公表した。 

・令和３年 12月３日に、新たに２県３区域の「重点支援区域」を

選定し、複数医療機関の医療機能再編等を支援することとし

た。 

・令和３年 12 月 10 日に、「地域医療確保に関する国と地方の協

議の場」を開催し、地方団体と協議を行い、今後の地域医療構

想の進め方について確認した。 

・令和４年度予算に係る大臣折衝において、左記について早急に

取り組み、具体的かつ明確な成案を得ることをはじめ、「新経

済・財政再生計画改革工程表」等に基づき改革を着実に実行す

ることを合意した。 
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・自治体の接種事務の正確性、効率性を確保する

ための情報システム等のインフラ整備につい

て、関係府省庁、関係団体と検討を進めること

とする。≪再掲≫ 

 

 

・関係府省庁、関係団体と検討を進めているところ。≪再掲≫ 

 

・国民・社会に対する適切な情報提供の在り方等を

検討すべき。 

【内閣官房・厚生労働省】 

・新型コロナワクチン接種について、関係府省庁

の広報担当や専門家との連携・協力により、ワ

クチンの有効性と安全性に関する、科学的知見

に基づいた正確かつわかりやすい情報発信を

行えるよう、検討する。 

 

【内閣官房・厚生労働省】 

・新型コロナワクチン接種について、ホームページ、テレビ CM、

ＳＮＳなど、様々な媒体を用いた発信を実施したことにより、

初回接種において全人口の約８割の方が２回接種を完了する

など一定の成果があったことを踏まえて検討した結果、科学的

知見に基づいた正確でわかりやすい情報発信に取り組むこと

とした。引き続き、適切な情報提供の在り方等について検討を

行う。 

 

 

・緊急時の円滑なワクチン接種にあたり、何が適切

かも含め、KPIの設定について検討すべき。 

【厚生労働省・デジタル庁・内閣官房】 

・現在、追加接種を行っているところであり、今

般の新型コロナワクチン接種の終了後に、KPI

の設定が適当であるかも含めて、必要に応じて

検討する。 

【厚生労働省・デジタル庁・内閣官房】 

・左記の対応方針を決定した。 
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入れるべき。 

・本特例貸付のような緊急時の貸付について、社会

福祉協議会の平時の仕組みを活用することの適

切性については検討が必要。社会福祉協議会は利

用者の生活に寄り添って支援を行うところに強

みがあるところ、貸付業務については金融機関や

別組織を活用することも検討すべき。危機に際し

ての生活困窮者の救済については、厚生労働省を

含む関係機関の連携が必要であり、関係自治体や

金融機関を含めた連携の在り方を検討すべき。 

・今後発生し得る感染症の危機対応を見据え、厚生

労働省においては、具体的な対応策について早急

に意思決定を行うべき。 

・利用者間又は社会福祉協議会間の公平性を担保

することが重要。本貸付金の回収に際し、地域差

が生じれば、利用者間で不公平が生じることとな

り、制度に対する信任を損なうこととなりかねな

い。今後発生し得る感染症の危機対応に備える上

で、こうした点も考慮することが重要。 

・緊急小口資金等の特例貸付の債権管理につい

て、全国で償還の事務体制や償還免除の取扱に

バラツキが生じないよう、必要な体制整備の支

援や償還免除の統一的な取扱いを示すなど検

討する。 

・償還期間中に償還が困難になった場合などの償還免除に関する

取扱の通知「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置

である緊急小口資金等の特例貸付に係る貸付金償還免除の取

扱いについて」を発出した。（令和３年 11月 22日） 

 

・日本社会及び経済のデジタル化という大きな流

れを踏まえ、デジタルデバイドに配慮しつつ、デ

ジタル化を原則とし、オンライン申請の推進を含

む制度・運用の在り方を検討すべき。 

・社会福祉協議会の貸付制度について、オンライ

ン申請に必要なシステム構築に向け、オンライ

ン化の課題整理等を行うため、令和４年度６～

７月頃を目途に調査研究を開始する。 

・令和４年度予算案に社会福祉推進事業に係る調査研究のための

所要額（38,621百万円の内数）を計上した。 

・左記の対応方針を決定した。 
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専門性の向上及び相談支援体制の充実を図る。 

・ひとり親家庭への相談支援を行う母子・父子自

立支援員が、弁護士や臨床心理士等の専門職種の

バックアップを受けながら相談支援を行える体

制づくりや、相談支援以外の事務的な業務を補助

する者の配置、休日・夜間の相談対応を行い、相

談支援体制の強化を図る。 

の充実を図ることとし、令和４年度当初予算政府案（令和３年 12

月 24 日閣議決定）に計上した（厚生労働省：16,004 百万円の内

数）。 

・ひとり親家庭への相談支援を行う母子・父子自立支援員が、弁

護士や臨床心理士等の専門職種のバックアップを受けながら相

談支援を行える体制づくりや、相談支援以外の事務的な業務を補

助する者の配置、休日・夜間の相談対応を行い、相談支援体制の

強化を図ることとし、令和４年度当初予算政府案（令和３年 12月

24日閣議決定）に計上した（厚生労働省：16,004百万円の内数）。 

・母子・父子自立支援員等による相談支援体制の実態に関する調

査研究を実施し（令和２年 12月～令和３年３月）、その結果等を

踏まえ、総合相談窓口の体制強化等の重要性や、母子・父子自立

支援員への支援等について、自治体向けに通知を発出し、ひとり

親家庭への支援体制の強化に向けての取組を依頼した（令和３年

５月 20日付け厚生労働省家庭福祉課長通知）。 

また、全国の母子・父子自立支援員等を対象とした全国会議を

実施し、同通知の内容の周知や、自治体における好事例の共有・

横展開を図った（令和３年６月、オンライン実施）。 

さらに、同通知及び同会議を踏まえた、各自治体における母子・

父子自立支援員の処遇改善等の検討状況について調査を実施し

た（令和３年 10月）。 

 

 

・内閣府、文部科学省、厚生労働省においては、子

供に関わる部局間の連携・ＮＰＯ等との連携が一

層進むよう、先進事例を参考にしつつボトルネッ

クの分析を進め、意識改革も含めた取組を進める

べきである。その際、自治体内外の壁となり得る

個人情報保護に係る問題については、早急に整理

し、具体例を盛り込んだ「ガイドライン」を策定

し、自治体へ通知するべきである。 

【内閣府、文部科学省、厚生労働省、デジタル庁、

個人情報保護委員会】 

・内閣府が文部科学省、厚生労働省等と連携して

進める「貧困状態の子供の支援のための教育・福

祉等データベースの構築に向けた研究会」におけ

る議論を中間的にとりまとめることとした。 

また、デジタル臨時行政調査会（令和３年 11月

16 日）における総理指示を踏まえ、令和３年 11

月 26日に、デジタル副大臣を主査とし、内閣府、

厚生労働省、文部科学省の副大臣で構成される

「こどもに関する情報・データ連携 副大臣プロ

ジェクトチーム」第１回が開催。同プロジェクト

チームにおいて、関係府省庁が連携して、上記の

中間とりまとめも踏まえて議論を行い、令和４年

６月までに具体的な方向性を示すことを目指し

て検討を進める。 

 

【内閣府】 

・貧困状態の子供の支援のための教育・福祉等データベースの構

築等に向けた調査研究を行うこととし、令和４年度当初予算政府

案（令和３年 12月 24日閣議決定）に反映した（内閣府：15百万

円）。 

 

【デジタル庁】 

・こどもに関する各種データの連携による支援実証事業を令和３

年度補正予算に計上した（デジタル庁：733百万円）。 
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・内閣府、文部科学省、厚生労働省において、今後

の取組を進めるに当たっては、各地方自治体にお

ける福祉部局と教育部局の連携強化・一体的体制

の構築など、教育部局が把握した情報をいち早く

福祉部局に共有し、潜在的に支援を必要としてい

る親に対する支援に繋げるための方策を含め、検

討を進めるべきである。また、地方自治体の努力

によって、現行制度でもできることがあることを

踏まえれば、地方自治体自身の創意工夫や努力も

求められる。 

【内閣府、文部科学省、厚生労働省、デジタル庁】 

・内閣府が文部科学省、厚生労働省等と連携して

進める「貧困状態の子供の支援のための教育・福

祉等データベースの構築に向けた研究会」におけ

る議論を中間的にとりまとめることとした。 

また、デジタル臨時行政調査会（令和３年 11月

16 日）における総理指示を踏まえ、令和３年 11

月 26日に、デジタル副大臣を主査とし、内閣府、

厚生労働省、文部科学省の副大臣で構成される

「こどもに関する情報・データ連携 副大臣プロ

ジェクトチーム」第１回が開催。同プロジェクト

チームにおいて、関係府省庁が連携して、上記の

中間とりまとめも踏まえて議論を行い、令和４年

６月までに具体的な方向性を示すことを目指し

て検討を進める。《再掲》 

 

【内閣府】 

・地方自治体による多様かつ複合的な困難を抱え

る子供たちに対しニーズに応じた支援を適切に

行うための取組を支援する「地域子供の未来応援

交付金」を活用し、関係機関等による連携を深化

し、地域ネットワークの形成を図る地方自治体を

支援する。 

 

【厚生労働省】 

・ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制

強化事業により、ひとり親家庭の情報を管理し、

関係部署と共有するためのシステムの構築を図

る。 

【内閣府】 

・貧困状態の子供の支援のための教育・福祉等データベースの構

築等に向けた調査研究を行うこととし、令和４年度当初予算政府

案（令和３年 12月 24日閣議決定）に反映した（内閣府：15百万

円）。《再掲》 

 

【デジタル庁】 

・こどもに関する各種データの連携による支援実証事業を令和３

年度補正予算に計上した（デジタル庁：733百万円）。《再掲》 

 

 

 

 

 

 

 

【内閣府】 

・地域子供の未来応援交付金において、令和３年度は 12月までに

58件の連携体制を整備するための事業を支援するとともに、令和

４年度に必要な予算を、令和４年度予算政府案（令和３年 12 月

24日閣議決定）に計上した（内閣府：296百万円）。 

 

 

 

【厚生労働省】 

・ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業によ

り、ひとり親家庭の情報を管理し、関係部署と共有するためのシ

ステムの構築を図ることとし、令和３年度補正予算に計上した

（厚生労働省：160百万円）。 

 

 

・内閣府、文部科学省、厚生労働省においては、学

校を拠点とすることを前提とするのではなく、あ

らゆる子供が保護や支援を受けられるように、子

供に対する直接的支援や学校外教育クーポンの

制度化などの提案を踏まえ、貧困の連鎖を断ち切

る教育を実現するための学習支援の更なる充実

を早急に検討すべきである。また、高校中退者に

対する支援等の在り方を検討し、子供の成長に応

じた切れ目のない支援の実現に取り組むべきで

ある。 

【文部科学省、内閣府、厚生労働省】 

・子供に対する直接的支援については、子供たち

の学習支援や体験活動等の取組を行う地域学校

協働活動が円滑かつ効果的に実施される体制作

りを推進する。 

・高校中退者支援については、関係府省庁が協力

し、学校、教育委員会、地方公共団体の福祉・労

働部局、ハローワーク、地域若者サポートステー

ション等が連携して、中退後も就労や再度の就学

につなげる切れ目ない支援を行う体制の構築を

促進、支援することとしている。 

在学中は、スクールカウンセラーやスクールソ

ーシャルワーカーの活用による教育相談を実施

【文部科学省】 

・地域学校協働活動が円滑かつ効果的に実施される体制作りとし

て、地域学校協働本部の数を 9,000 本部から 10,000 本部に拡充

することとし、令和４年度予算政府案（令和３年 12月 24日閣議

決定）に反映した（文科省：6,859百万円）。 

・高校中退者等の学習支援について、補助対象自治体を５団体か

ら１０団体に拡充することとし、令和４年度当初予算政府案（令

和３年 12月 24日閣議決定）に反映した（文科省：10百万円）。 

・スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーの貧困対

策のための重点配置の充実をするとともに、効果的・効率的な配

置を推進することとし、令和４年度当初予算政府案（令和３年 12

月 24日閣議決定）に反映した（文科省：7,171百万円）。 
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しており、引き続き支援の充実を図る。 

・高校中退後については、高等学校・地域若者サ

ポートステーション・ハローワーク等の地域資源

を活用しながら社会的自立を目指した学習に取

り組めるよう、地域で支援体制を構築して学習相

談や学習支援等を実施する地方公共団体の取組

の支援を進める。 

・ひとり親家庭を始めとした要支援世帯の子ども

等を対象とした子ども食堂等を実施する事業者

を対象として、広域的に支援を行う民間団体を公

募し、その取組への支援を行うほか、民間団体等

と連携して食事の提供や学習支援等を通じた地

域における子どもの見守り体制の強化を支援す

る。 

 

【厚生労働省】 

・ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業を令和３年度補正予

算に計上した（厚生労働省：2,208百万円） 

・支援対象児童等見守り強化事業を令和４年度当初予算政府案

（令和３年 12月 24日閣議決定）に計上した（厚生労働省：21,247

百万円の内数） 

 

 

 

・文部科学省、厚生労働省においては、スーパービ

ジョン体制の構築や研修等による支援を行う側

の質の向上・キャリアアップを図り、高い意欲と

能力を有する者の待遇改善につなげるために実

効性のある取組を行うべきである。また、NPO 等

の積極的活用によるマンパワーの確保、支援現場

における ICT の利活用についても促進を図るべ

きである。 

【文部科学省】 

・支援を行う側の質の向上等については、教職員

に対する研修の充実や、スーパーバイザーを含む

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー

カーの配置の充実、各自治体の好事例の横展開等

を図る。 

 

 

【厚生労働省】 

・ひとり親家庭への相談支援を行う母子・父子自

立支援員が、弁護士や臨床心理士等の専門職種の

バックアップを受けながら相談支援を行える体

制づくりや、相談支援以外の事務的な業務を補助

する者の配置、休日・夜間の相談対応を行い、相

談支援体制の強化を図る。 

・タブレット等を活用した相談対応ツールや研修

ツールなどを作成し、母子・父子自立支援員等の

専門性の向上及び相談支援体制の充実を図る。

《再掲》 

・母子・父子自立支援員をはじめとした自治体の

ひとり親支援担当者向けの全国研修会を開催す

るとともに、「母子・父子自立支援員の処遇改善等

に関するアンケート調査」において得られた好事

例を展開し、自治体における取組を促す。 

・ひとり親家庭を始めとした要支援世帯の子ども

等を対象とした子ども食堂等を実施する事業者

を対象として、広域的に支援を行う民間団体を公

募し、その取組への支援を行うほか、民間団体等

【文部科学省】 

・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの貧困対

策のための重点配置の充実をするとともに、効果的・効率的な配

置を推進することとし、令和４年度当初予算政府案（令和３年 12

月 24日閣議決定）に反映した（文科省：7,171百万円）。 

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの活用

に係る好事例の横展開等を行った。 

 

【厚生労働省】 

・ひとり親家庭への相談支援を行う母子・父子自立支援員が、弁

護士や臨床心理士等の専門職種のバックアップを受けながら相

談支援を行える体制づくりや、相談支援以外の事務的な業務を補

助する者の配置、休日・夜間の相談対応を行い、相談支援体制の

強化を図ることとし、令和４年度当初予算政府案（令和３年 12月

24日閣議決定）に計上した（厚生労働省：16,004百万円の内数）。

《再掲》 

・タブレット等を活用した相談対応ツールや研修ツールなどを作

成し、母子・父子自立支援員等の専門性の向上及び相談支援体制

の充実を図ることとし、令和４年度当初予算政府案（令和３年 12

月 24 日閣議決定）に計上した（厚生労働省：16,004 百万円の内

数）。《再掲》 

・母子・父子自立支援員等による相談支援体制の実態に関する調

査研究を実施し（令和２年 12月～令和３年３月）、その結果等を

踏まえ、総合相談窓口の体制強化等の重要性や、母子・父子自立

支援員への支援等について、自治体向けに通知を発出し、ひとり

親家庭への支援体制の強化に向けての取組を依頼した（令和３年

５月 20日付け厚生労働省家庭福祉課長通知）。 

また、全国の母子・父子自立支援員等を対象とした全国会議を
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と連携して食事の提供や学習支援等を通じた地

域における子どもの見守り体制の強化を支援す

る。《再掲》 

実施し、同通知の内容の周知や、自治体における好事例の共有・

横展開を図った（令和３年６月、オンライン実施）。 

さらに、同通知及び同会議を踏まえた、各自治体における母子・

父子自立支援員の処遇改善等の検討状況について調査を実施し

た（令和３年 10月）。《再掲》 

・ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業を令和３年度補正予

算に計上した（厚生労働省：2,208百万円）。《再掲》 

・支援対象児童等見守り強化事業を令和４年度当初予算政府案

（令和３年 12月 24日閣議決定）に計上した（厚生労働省：21,247

百万円の内数）。《再掲》 

 

・内閣府、文部科学省、厚生労働省において、これ

らの取組を進めるに当たっては、今般のコロナ禍

の中で顕在化した問題にも配慮しつつ、状況に応

じて必要な計画・施策の見直しを行うべきであ

る。 

【内閣府】 

・新型コロナウイルス感染拡大の影響が長期化し

ていることを踏まえ、子供の貧困対策に関する大

綱に基づき施策を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【文部科学省】 

・取組を進めるに当たっては、コロナ禍であって

も各種取組の趣旨が十分に達成できるよう、その

状況の把握に努め必要に応じて計画の見直し等

柔軟な対応を行う。 

 

【厚生労働省】 

・非正規雇用労働者の割合が高く収入が少ないな

ど、元々経済的基盤が弱くコロナ禍で厳しい状況

にあるひとり親家庭に対して、就業による自立に

つながるよう、高等職業訓練促進給付金の対象資

格の拡充等、及び住居の借り上げに必要となる資

金の償還免除付の無利子貸付を行う。 

 

【内閣府】 

・コロナ禍で子供が社会的孤立等に陥らないよう、子ども食堂な

ど子供たちと「支援」を結びつけるつながりの場をＮＰＯ等へ委

託して整備する地方自治体を支援するため、地域子供の未来応援

交付金において、補助率 10/10の新たな事業を創設するための予

算を令和３年度補正予算に計上した（内閣府：2018 百万円）。さ

らに、地域子供の未来応援交付金において、地方自治体がＮＰＯ

等への委託により実施する子ども食堂をはじめとする子供の居

場所づくりを令和３年度は 12月までに 217件支援するとともに、

地方自治体による委託に加え、補助を行う場合の財政支援を新た

に実施することにより、地方自治体による子供の貧困対策を広く

支援するための予算を令和４年度予算政府案（令和３年 12 月 24

日閣議決定）に計上した（内閣府：296百万円）。 

 

 

 

 

 

 

 

【厚生労働省】 

・高等職業訓練促進給付金について、令和３年度に限り実施して

いる対象資格の拡充等を令和４年度も継続して実施するととも

に、住居の借り上げに必要となる資金の償還免除付の無利子貸付

を引き続き実施することとし（母子及び父子並びに寡婦福祉法施

行令を改正予定）、令和４年度当初予算政府案（令和３年 12月 24

日閣議決定）に計上した（厚生労働省：16,004百万円の内数）。 
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・データ連携については、今後進められる地方自治

体の基幹業務システムの統一・標準化の取組との

連携にも留意した工程表を策定し、計画的かつ着

実に推進するとともに、それによって集積した情

報が地方自治体に利用しやすいものとなるよう

にすべきである。 

【内閣府、デジタル庁、文部科学省、厚生労働省】 

・内閣府が文部科学省、厚生労働省等と連携して

進める「貧困状態の子供の支援のための教育・福

祉等データベースの構築に向けた研究会」におけ

る議論を中間的にとりまとめることとした。 

また、デジタル臨時行政調査会（令和３年 11月

16 日）における総理指示を踏まえ、令和３年 11

月 26日に、デジタル副大臣を主査とし、内閣府、

厚生労働省、文部科学省の副大臣で構成される

「こどもに関する情報・データ連携 副大臣プロ

ジェクトチーム」」第１回が開催。同プロジェクト

チームにおいて、関係府省庁が連携して、上記の

中間とりまとめも踏まえて議論を行い、令和４年

６月までに具体的な方向性を示すことを目指し

て検討を進める。《再掲》 

これらの取組に当たっては、地方自治体の基幹

業務システムの統一・標準化の取組との連携を図

っていく。 

 

【内閣府】 

・貧困状態の子供の支援のための教育・福祉等データベースの構

築等に向けた調査研究を行うこととし、令和４年度当初予算政府

案（令和３年 12月 24日閣議決定）に反映した（内閣府：15百万

円）。《再掲》 

 

【デジタル庁】 

・こどもに関する各種データの連携による支援実証事業を令和３

年度補正予算に計上した（デジタル庁：733百万円）。《再掲》 

 

 

 

 

・以上のような取組を通じて、教育と福祉のより一

層の連携を促進し、困っている子供や保護者にプ

ッシュ型で支援を届ける、ぬくもりのある行政の

成功事例を作り、行政におけるデータ連携の壁を

乗り越える推進力にすべきである。併せて、デジ

タル庁及び総務省によるスマートフォンへのマ

イナンバーカード機能の搭載など、国民がデータ

連携のメリットを実感できることを最優先に推

進すべきである。 

 

【内閣府、デジタル庁、文部科学省、厚生労働省】 

・内閣府が文部科学省、厚生労働省等と連携して

進める「貧困状態の子供の支援のための教育・福

祉等データベースの構築に向けた研究会」におけ

る議論を中間的にとりまとめることとした。 

また、デジタル臨時行政調査会（令和３年 11月

16 日）における総理指示を踏まえ、令和３年 11

月 26日に、デジタル副大臣を主査とし、内閣府、

厚生労働省、文部科学省の副大臣で構成される

「こどもに関する情報・データ連携 副大臣プロ

ジェクトチーム」第１回が開催。同プロジェクト

チームにおいて、関係府省庁が連携して、上記の

中間とりまとめも踏まえて議論を行い、令和４年

６月までに具体的な方向性を示すことを目指し

て検討を進める。《再掲》 

 

【デジタル庁、総務省】 

・マイナンバーカードの機能（電子証明書）のス

マートフォンへの搭載の実現については、2021年

度（令和３年度）末までに技術検証・システム設

計を行い、2022年度（令和４年度）中の実現を目

指す。 

【内閣府】 

・貧困状態の子供の支援のための教育・福祉等データベースの構

築等に向けた調査研究を行うこととし、令和４年度当初予算政府

案（令和３年 12月 24日閣議決定）に反映した（内閣府：15百万

円）。《再掲》 

 

【デジタル庁】 

・こどもに関する各種データの連携による支援実証事業を令和３

年度補正予算に計上した（デジタル庁：733百万円）。《再掲》 

 

 

 

 

 

 

 

 

【デジタル庁、総務省】 

・マイナンバーカードの機能のスマートフォン搭載等に関する検

討会（デジタル庁・総務省共催）等において技術的な事項に関す

る検討を進めるとともに、令和４年度当初予算及び令和３年度補

正予算に必要経費を計上している。 

 



15 

・このような観点から、内閣府、文部科学省及び厚

生労働省による、①上記工程表の策定、②地方自

治体における効率的なシステムの構築、③速やか

な給付を実現するための取組、④支援を必要とす

る子供をより的確に把握するために必要となる

データ群を探索する取組について、デジタル庁

は、ユーザーである地方自治体の視点に立って、

縦割りを排する観点を踏まえつつ、データ連携・

システム構築の側面から支援すべきである。 

【デジタル庁、内閣府、個人情報保護委員会、文

部科学省、厚生労働省】 

・デジタル臨時行政調査会（令和３年 11月 16日）

における総理指示を踏まえ、令和３年 11月 26日

に、デジタル副大臣を主査とし、内閣府、厚生労

働省、文部科学省の副大臣で構成される「こども

に関する情報・データ連携 副大臣プロジェクト

チーム」第１回が開催され、検討事項として、①

市町村や支援機関等が保有するこどもに関する

情報・データの内容、各データを保有する機関等

の整理と連携の在り方、②先行的に取り組む自治

体の状況把握や、自治体を対象とした実証の在り

方、③その他のこども・家庭へのデジタル・デー

タを活用した支援の在り方等が示された。同プロ

ジェクトチームにおいて、関係府省庁が連携し

て、令和４年６月までに具体的な方向性を示すこ

とを目指して検討を進める。 

 

【デジタル庁】 

・デジタル庁は、地方自治体の基幹業務システム

に係るデータ要件・連携要件の標準仕様につい

て、令和４年（2022年）夏を目途に作成する。 

・マイナンバーカードを利用した公金受取口座の

登録については今春、行政機関による登録口座情

報の利用の仕組みについては令和４年度（2022年

度）中の運用開始を目指す。 

 

【デジタル庁】 

・こどもに関する各種データの連携による支援実証事業を令和３

年度補正予算に計上した（デジタル庁：733百万円）。《再掲》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・住民記録システム、学齢簿システム等のデータ要件・連携要件

の策定に向けて作業中。 

・令和３年５月、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のため

の預貯金口座の登録等に関する法律が成立。同法に基づき、令和

３年 12月までに、５件の公的給付について、マイナンバーの利用

等を可能とするため、特定公的給付に指定した。 
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おいて、学校教育の ICT活用に関する中期的な

工程を明確化する。 

・ICT活用の進捗と上記 3つの観点（学習への効果、

教職員の能力向上、学校運営の効率化）からの目

標に向けた達成度を客観的及び多面的な指標を

設けることにより測定可能性を改善するととも

に、情報の共有を進め、その結果に基づいて PDCA

を実施しなくてはならない。 

  

【文部科学省】 

・内閣府及び教育経済学等の専門家と連携して１

人１台端末の活用に向けたエビデンス整備を

行い、GIGAスクール構想の効果検証を進める。

（令和４年１月頃にも、第４回 GIGA スクール

構想のエビデンス整備に関する研究会を開催

予定） 

 

 

【文部科学省】 

・新経済・財政再生計画改革工程表の中で、１人１台端末を活用

した学習指導について、全国学力・学習状況調査等を活用して

2022年度中に新たな KPIを設定することを明記した。 

 

・端末の自宅への持ち帰りの可否の相違から地方

公共団体間で成績格差が生じているという指摘

があるが、その因果関係を調査したうえで、ICT

活用においては地域間格差が生じないよう努め

るとともに、格差が生じた場合は是正をはからな

ければならない。 

  

【文部科学省】 

・全国学力・学習状況調査の結果や、内閣府及び

教育経済学等の専門家と連携して議論してい

る研究会の議論を踏まえ、ICT 活用に関する地

域差などの課題を分析した上で、必要な手立て

を講じる。 

 

・ICT の活用について地域の差が生じないよう、

令和３年度補正予算を活用して学校の運用支

援、教師のサポート、オンライン教育の実施環

境の高度化などの支援を行う。 

 

【文部科学省】 

・内閣府及び教育経済学等の専門家からなる「GIGAスクール構想

のエビデンス整備に関する研究会」において、ICT 活用に関す

る地域差などの課題について分析を進めるとともに、経済・財

政一体改革推進委員会経済社会の活力ワーキング・グループに

おいて現状を報告した。 

 

・令和３年度補正予算において、GIGAスクール運用支援センター

整備事業（5,219 百万円）及び学校の ICT を活用した授業環境

高度化推進事業（8,411百万円）を計上した。 

 

・教職員がＩＣＴ能力を高めるための時間的・精神

的余裕をもてるよう、学校における働き方改革に

も注力すべきである。 

 

【文部科学省】 

・令和４年度においても引き続き、教師の負担軽

減につながるよう、①小学校における 35 人学

級の計画的整備や高学年における教科担任制

の推進等の教職員定数の改善、②教員業務支援

員（スクール・サポート・スタッフ）をはじめ

とする支援スタッフの充実、③部活動改革、④

教員免許更新制の発展的な解消に向けた検討、

⑤学校向けの調査の精選・削減、⑥ICT を活用

した校務の効率化を含む働き方改革の事例集

の展開などの様々な施策を総合的に講じて、学

校における働き方改革を推進する。 

【文部科学省】 

・令和４年度政府予算案において、小学校第３学年における 35人

学級の実施や小学校高学年における教科担任制の推進等に必

要な教職員定数の改善に係る所要の経費（1,501,467 百万円の

内数）や、教員業務支援員、部活動指導員の配置拡充等に係る

経費（9,707百万円の内数）を計上した。 

・「令和３年度教育委員会における学校の働き方改革のための取

組状況調査」の結果公表に際し、学校設置者別の結果を併せて

公表するとともに、教員業務支援員等の補助金交付の際に調査

結果等を踏まえた配置支援を行うことで、学校設置者の更なる

取組を促すこととした。 

・教員免許更新制については、中央教育審議会「令和の日本型学

校教育」を担う教師の在り方特別部会において審議され、「新た

な教師の学びの姿」の実現に向けた方策の実施を求めると同時

に、教員免許更新制は発展的に解消することが適当であるとま

とめられ、文部科学省において検討・調整に着手した。（令和３
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年 11月 15日） 

・「GIGA スクール構想の下での校務の情報化の在り方に関する専

門家会議」を設置し、第１回を開催した。（令和３年 12月 23日） 

・学習への効果、教職員の能力向上、学校運営の効

率化は、教育方法の改善・創意工夫、組織改革、

また教員免許制度の規制緩和・改革などさまざま

な方法によって可能と考えられ、ＩＣＴの導入と

並行して多角的な検討が求められる。 

  

【文部科学省】 

・ICT 機器の導入と並行して、中央教育審議会答

申（令和３年１月 26 日）において示されてい

る学びの実現に向けた取り組みを実施し、状況

を踏まえて多角的な検討を行う。 

 

・教員免許の在り方については、特別免許状の授

与を促進するための方策について中央教育審

議会において検討中であり、結論を得次第速や

かに必要な措置を行う。 

 

【文部科学省】 

・左記対応方針を決定した。 

「令和の日本型学

校教育」の構築を

目指して～全ての

子供たちの可能性

を引き出す，個別

最適な学びと，協

働的な学びの実現

～（答申）（中教審

第 228号） 

https://www.m
ext.go.jp/b m
enu/shingi/ch
ukyo/chukyo3/
079/sonota/14
12985 00002.h
tm 

・新規事業の要求にあたっては、上記 3 つの観点

（学習への効果、教職員の能力向上、学校運営の

効率化）における目的など学校現場の向上に資す

るよう、ＩＣＴ活用によるメリットのエビデンス

のあるものに限るべきである。 

  

【文部科学省】 

・今後、新規事業の要求を行うに当たっては、当

該新規事業を実施することによる学習への効

果、教職員の能力向上、学校運営の効率化等の

学校現場の質の向上に対する効果の有無及び

そのエビデンス等についてこれまで以上に十

分な検討を行う。 

 

【文部科学省】 

・「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」をはじめと

した各種調査結果の分析や自治体へのヒアリング等を通じ、学

校現場における ICT活用の実態の把握及び顕在化している課題

の抽出等を実施し、令和５年度概算要求に向けた検討に着手し

た。 

 

・デジタル庁との連携により、その他の領域との協

働による効果的な活用を進めてほしい。 

  

【デジタル庁、文部科学省】 

・デジタル庁と文部科学省が連携し GIGA スクー

ル構想に関する共同アンケートを９月に公表

するなど、密接に連携しているところであり、

更に各方面との協働を進めていく。 

【デジタル庁、文部科学省】 

・デジタル庁と文部科学省が連携して策定する「デジタル社会の

実現に向けた重点計画」等において、学校教育の ICT活用に関

する中期的な工程を明確化した。 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年「通告」の指摘事項に対する各府省庁の対応状況
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・本事業はアウトカム・アウトプットや終期が設定

されていないなど、本事業の効果や出口戦略が

不明確である。 

 以上の点から、本事業の効果検証に資するよう

適切な指標を設定するとともに、本事業の出口

戦略について検討すること。 

以上の取組を行うことで、事業化につながる可

能性が高いマスタープランを採択し、更なる予算

の効率化・重点化を図ることとする。 

 

本事業で策定したマスタープランの事業化は、

2050 年までの脱炭素社会の実現へ貢献をするも

のであり、予算の効率化・重点化の指摘も踏まえ、

令和３年度以降に採択した全自治体が、マスター

プラン策定５年後までに事業化を達成すること

を目指す。 

そのため、採択団体に対するフォローアップ調

査を継続して実施し、事業化への課題がある場合

には、関係省庁と連携して事業化に資する助言を

行うこととする。 

なお、プラン策定５年後の事業化の達成状況を

踏まえ、出口戦略について検討する。 
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し、執行額が28億円となっており、歳出予算現 

額に係る執行率は65.3％と、足元、執行率が低い

状況にある。そこで、当初予算を適正な水準 

に抑制すべきである。 

 

 

 

（スケジュール） 

上記の結果を、令和４年度予算の政府原案に加

え、令和５年度予算の概算要求等にも反映させ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・なお、令和３年 10 月 22 日に閣議決定された第

６次エネルギー基本計画によると、2050 年カー

ボンニュートラル実現に向け、我が国のエネル

ギー構成は、再エネが大幅に増加する一方、化石

燃料由来エネルギー（LNG・石炭・石油等）は相

対的に低下する見込みである。こうした状況を

踏まえ、経済産業省と（独）石油天然ガス・金属

鉱物資源機構（以下、JOGMEC）は、エネルギー対

策予算の使い方などについて、見直しを検討す

べきである。 

令和３年 10月 22日に閣議決定されたエネルギー

基本計画に基づき、カーボンニュートラルへの円

滑な移行を進めるため、水素・アンモニア、CCSと

いった脱炭素燃料・技術の導入に向けた JOGMEC

の機能強化の在り方を検討する。 

 

（スケジュール） 

上記の結果を、令和４年度予算の政府原案に加

え、令和５年度予算の概算要求等にも反映させ

る。 

 

来年度出資対象プロジェクトの実行確度と優先度を精査し、来年

度必要額の見直しを行った。 

また、総合資源エネルギー調査会において、水素・アンモニア、

CCSといった脱炭素燃料・技術の導入に向けて、JOGMECの機能強

化の方向性について検討を行った。 

エネルギー基本計

画（令和３年 10月

22日閣議決定） 

https://www.enec

ho.meti.go.jp/ca

tegory/others/ba

sic_plan/ 

 

総合資源エネルギ

ー調査会（令和３

年７月 21 日第 46

回） 

https://www.enec

ho.meti.go.jp/co

mmittee/council/
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・加えて、JOGMECの繰越欠損金は平成 28年度末の

約 1,500 億円から令和２年度末で約 2,800 億円

まで膨れ上がっており、抑制を図るように努め

るべきである。なお、石油天然ガス等の安定供給

のために必要なコストが繰越欠損金に一部含ま

れているということならば、そのコストにまつ

わる説明が求められる。 

引き続き、JOGMECにおいてより適切な支援案件の

採択審査・採択後の管理を行うため、現在試験導

入中の「リスク・ベースド・アプローチ」の着実

な実施、既存案件へのハンズオン支援の強化、担

当職員への研修強化、既存案件のモニタリング強

化等の取組を行っていく。 

また、JOGMECの繰越欠損金については、民間企業

だけでは取れないリスクを JOGMEC が負担してい

ることや、投資回収期間が長期にわたる資源開発

事業の性質等に鑑み、現行の中期目標期間より、

将来の繰越欠損金の改善見通しを図る PDR 指標

（Profit Deficit Ratio）を用いて、リスクマネ

各指摘事項に対して、左記の方針に基づく取組を着実に進めてい

くことを JOGMECと確認した。 
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ー供給業務に伴う繰越欠損金の水準と将来の解

消見込みについて継続的な評価を行っている。今

回の指摘を踏まえ、当該 PDR指標を用いて、引き

続き、繰越欠損金の状況と将来見通しに係る対外

的な説明を丁寧に行っていくことで対応する。 

 

（スケジュール） 

採択案件の管理に関して、「リスク・ベースド・ア

プローチ」の実効性を高めるための方策を令和４

年３月までに検討する。 

繰越欠損金に係る対外的な説明の在り方につい

て、引き続き、PDR指標等を用いた対外説明を行

っていく。 
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 ・終了課題も含めた採択事業者と、投資家や金融機関、小売事業

者等を対象とした双方的なマッチング会を企画・実施し、民間

資金の誘引を促進することとした。 

・令和４年度予算案については上記の改善を踏まえ予算の重点

化・効率化を行い、要求額から縮減した。 

 

 

 


